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ン
ヤ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ク　
　
　
メ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ

應
眞
仁
正
皇
太
后
一。
受
二

此
推
レ

新
之
号
一。
何
无
二

洗
レ

舊
之
令
一。
�
下

改
二

百
官
之
名
一。
載
施
中

�
大

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ク

　
　
ト
　
　
ク　
　
ヘ

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
チ
　
　
ケ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ル

之
澤
上。
其
天
下
見
禁
囚
徒
。
罪
無
二

輕
重
一

咸
從
二

放
�
一。
其
依
二

先
格
一。
放
二

却
本
土
一。
无
レ

故
不
レ

ツ
カ
マ
ツ
ラ

　
　
ハ

　
　
ク　
　
セ

　
　
ニ

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

上

之
徒
。
悉
�
二

本
司
一。
�
自
二

天
�
寶
字
元
年
一

已
�
監
臨
自
�
。
�
レ

�
二

監
臨
一。
及
官
物
欠

　
　
ハ　
　
ク　
　
セ

　
　
　
ル
ヽ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
　
メ
ヨ

　
　
セ

　
　
ノ

�
未
�
悉
�
。』
天
下
�
國
隱
二

於
山
林
一

�
行
�
士
十
年
已
上
。
皆
令
二

得
度
一。
其
中
臣
忌
部
。
元

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ニ　　
　
　
ル
コ
ト　
　
カ

　
　
ヲ

　
　
　
ナ
リ　
　
ク

　
　
ニ　
　
フ

　
　
ヲ

預
二

�
宮
常
祀
一。
不
レ
　

闕
二

供
奉
一

久
年
。
�
三

兩
氏
六
位
已
下
加
二

位
一
級
一。
其
大
學
生
。
醫
針
生
。

　
　
　
ニ
ハ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
ス
ル

　
　
　
キ
ハ
　
　
　
ル
コ
ト

�
�
生
。
天
�
生
。
陰
陽
生
。
年
廿
五
已
上
　

授
二

位
一
階
一。
其
依
レ

犯
擯
出
　

�
�
戒
律
無
レ

闕
。

　
　
　
シ
テ
　
　
　
フ
ス

　
　
ヲ

　
　
　
レ

　
　
ハ

　
　
　
タ
　
　
　
ク
メ

　
　
セ

　
　
ク
　
　
　
リ
テ

　
　
ヲ

　
　
ス
　
　
カ

　
　
ニ

移
　

�
二

一
國
一。」
其
大
�
�
鑒
眞
和
上
。
戒
行
轉
潔
。
白
頭
不
變
。
�
渉
二

滄
波
一。
歸
二

我
�
�
一。

　
　
　
シ
テ
　
　
テ

　
　
ト

　
　
シ

　
　
ノ

　
　
レ
　
　
テ　
　
セ
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
メ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

号
曰
二

大
和
上
一。
恭
敬
供
養
。
政
事
躁
煩
。
不
二

敢
�
一レ

老
。
�
レ

停
二

�
綱
之
任
一。
集
二

�
寺
�
尼

　
　
　
ス
ル

　
　
　
　
バ
ン
ト

　
　
ヲ
　
　
ハ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
メ
ヨ　
　
ハ

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ニ　
　
シ
　
　
　
ド
モ　
　
ホ

　
　
タ

一。
欲
レ

學
二
　

戒
律
一

�
。
皆
属
　

令
レ

�
。」
�
�
　

曰
。
　
�
相
於
レ

國
。
功
勳
已
高
。
然
　

�
報
効
未

　
　
ハ

　
　
タ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
シ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ　
　
ニ

　
　
ス

　
　
　
　
　
　
　
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

　
　
レ

レ

行
。
名
字
未
レ

加
。
�
下

下
二

參
議
八
省
�
博
士
�
一。
准
レ

古
議
奏
聞
上。
不
レ

得
レ

�
二
　
　
　
　

言
�
一。
無

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ヲ

レ

濫
二

�
�
　

聽
覽
一。

二
　

　
　
テ
　
　
　
　
ナ
ル
ヲ

　
　
ニ

　
　
ス
　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ハ

辛
丑
。
外
從
五
位
下
�
�
慶
。
以
三

形
異
二
　

於
俗
一。
辞
二

其
�
位
一。
　
詔
　

許
レ

之
。
其
位
�
位
田
�

　
　
　
リ
テ

　
　
メ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

有
レ

　
�
不
レ

收
。」
授
二

外
從
五
位
下
山
口
忌
寸
佐
美
�
呂
從
五
位
下
。
正
六
位
上
茨
田
宿
祢
牧

　
　
ニ

　
　
ヲ

野
外
從
五
位
下
一。

四
　

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

癸
夘
。
以
二

從
五
位
下
笠
�
臣
眞
足
一

爲
二

伊
勢
介
一。
正
五
位
下
大
�
宿
祢
犬
養
爲
二

右
衛
士
督
一。

七
　

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
リ

　
　
ニ

丙
午
。
�
二

宮
人
�
員
一。
事
在
二

別
式
一。

九
　

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
　
ブ
ハ　
　
ノ
チ
ヽ
ヲ

　
　
ノ

　
　
　
ス
ル
　
　
ニ

　
　
　
　
ス
ル
ハ

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ　
　
ブ

　
　
シ

　
　
テ

戊
申
。
　
�
　

曰
。
子
�
二

其
　

考
一。
礼
家
�
レ

稱
。
策
書
二
　

鴻
名
一。
古
人
�
レ

貴
。
昔
�
。
先
帝
敬

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ル
　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
　
ラ
ハ　
　
カ　
　
　
　
ル
コ
ト

　
　
リ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ
　
　
　
ク
ハ　
　
テ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ヲ　
　
ホ

發
二

洪
誓
一。
奉
レ

�
二

廬
�
那
金
銅
大
像
一。
若
有
二

�
時
不
一レ
　

得
二

�
了
一。
　
願
　

於
二

來
世
一。
改
レ

身
�



　
　
　
　
ラ
ン
ト

　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
ス
ル
ヤ

　
　
ニ
　
　
ニ
　
　
　
セ
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
カ

　
　
ニ

作
。　
�
�
而
鎔
銅
已
成
。
塗
金
不
レ

足
。
天
感
二
　

至
心
之
信
一

�
出
二

�
寶
之
金
一。
我
國
家
於
レ

是

　
　
　
メ
テ　
　
リ

　
　
　
ヨ
リ

　
　
タ
　
　
カ
　
　
キ
　
　
ノ

　
　
ヲ

シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

　
　
テ
　
　
ヲ
　
　
　
カ
ニ　
　
ビ

　
　
ヲ

初
　

有
二

奇
珍
一。
開
闢
　

已
來
。
未
レ

聞
二

若
レ

斯
盛
�
一

�
也
。
加

以
。
賊
臣
懷
レ

惡
。
潜
　

結
二

�
徒

　
　
ル

　
　
　
　
　
　
　
ク
セ
ム
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ　
　
　
ト
ニ

　
　
シ

　
　
　
　
レ
ト
モ　
　
レ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
ハ
　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
ス

一。
謀
レ

危
二
　
　
　
　

�
稷
一。
良
　

日
久
矣
。
而
　
畏
二

威
武
一。
欽
仰
二

仁
風
一。
不
二

敢
競
一レ

鋒
。
咸
自
馴
�
。

　
　
シ
　
　
ツ

　
　
ノ

　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ
　
　
　
リ
ト　
　
リ

　
　
　
ン
ハ　
　
ラ
　
　
ゲ

　
　
ヲ

　
　
ヲ
　
　
　
テ
カ
　
　
　
サ
ン

　
　
ニ

　
　
テ　
　
テ

　
　
ニ

可
レ

謂
�
武
之
�
。
比
レ
　

古
有
レ

餘
也
。
其
不
レ

奉
レ

揚
二

洪
業
一。
何
以
　

示
二

於
後
世
一。
敬
依
二

舊
典
一。

　
　
テ　
　
リ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
シ

　
　
ト
　
　
　
シ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ス
　
　
　
　
メ
ン
ト
　
　
　
ヘ
テ

�
上
二

�
号
一。
策
　

稱
二

�
寶
感
�
�
武
皇
帝
一。
謚
　

稱
二

天
璽
國
押
開
豊
櫻
�
�
一。
欲
レ

�
下
　

傳
二

休

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ト

　
　
ク　
　
シ
　
　
　
ゲ
テ
　
　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ト

　
　
　
シ
ク　
　
サ

　
　
ク
　
　
　
ケ
テ

　
　
ニ　
　
　
　
シ
メ
ヨ

名
於
萬
代
一。
与
二

乾
坤
一

而
長
施
。
揚
二

茂
實
於
千
秋
一。
共
二

日
月
一

而
久
　

照
上。
普
�
二

遐
�
一。
知
二
　

　
　
カ　
　
ヲ

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
タ
　
　
セ

　
　
ト

　
　
　
　
ス
ル
ハ

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

�
意
一

焉
。」
�
　
�
。
日
並
知
皇
子
命
。
天
下
未
レ

稱
二

天
皇
一。
�
二

崇
　
�
号
一。
古
今
恒
典
。
自

　
　
ク
　
　
ル
　
　
ヘ

　
　
ニ

　
　
ト

レ

今
以
後
。
�
レ

奉
レ

稱
二

岡
宮
御
宇
天
皇
一。

十
六

　
　
　
シ
テ　
　
ヲ
　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
　
　
ス
ル
カ

　
　
　
　
ハ
ン
ト

　
　
ヲ　
　
　
ナ
リ

乙
夘
。
�
レ

�
大
二

祓
　
天
下
�
國
一。
欲
レ
　

行
二
　

大
甞
一

故
　

也
。

十
八

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
　
シ
テ　
　
フ　
　
　
　
ス
ル
ニ

　
　
ヲ

　
　
ハ

　
　
ニ
　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ハ

丁
巳
。
　
�
。
大
�
奏
　

云
。
案
二
　

九
宮
經
一。
來
年
己
亥
。
當
レ

會
二

三
合
一。
其
經
云
。
三
合
之
�
。

　
　
　
リ
ト

　
　
ノ

キ
ク
ナ
ラ
ク

　
　
ハ

　
　
レ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

　
　
ノ

有
二

水
旱
疾
疫
之
災
一。
如
聞
。
�
訶
般
若
若
波
羅
密
多
�
。
是
�
佛
之
母
　

也
。
四
句
偈
等
受
持
讀

　
　
　
　
ス
レ
ハ　
　
テ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ

　
　
　
　
　
ト
イ
ヘ
リ
　
　
　
カ
ラ

　
　
ス

　
　
ヲ　
　
テ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
ト
キ
ハ

　
　
ラ
　
　
ノ　
　
ニ

誦
。　
得
二

�
�
聚
一
　
　

不
レ
　
　

可
二

思
量
一。
是
以
。
天
子
念
。
　
則
兵
革
災
�
不
レ

入
二

國
裏
一。
庶
人

　
　
　
　
　
　
ス
ル
ト
キ
ハ

　
　
ラ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
チ
　
　
ヲ

　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ヲ　
　
シ
　
　
　
　
タ
ル
ハ

　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
ク

　
　
ク　
　
　
ケ
テ

　
　
ニ

　
　
ク

念
。
　
則
疾
疫
癘
鬼
不
レ

入
二

家
中
一。
斷
レ

惡
獲
レ
　

�
莫
レ

�
二
　

於
此
一。
�
下

�
二

天
下
�
國
一。
莫
レ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヒ

論
二
　
　

男
女
老
少
一。
起
坐
行
歩
口
閑
。
皆
盡
念
中

誦
　
�
訶
般
若
波
羅
密
上。
其
�
武
百
官
人
�
。
向

　
　
ニ　
　
ク
　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
ク
ス
ル
コ
ト

　
　
ヲ
　
　
　
ク
ハ

　
　
　
　
　
　
メ
ン
コ
ト
ヲ

　
　
　
ヒ
テ　
　
ニ

　
　
ク　
　
ク

　
　
ノ

レ

�
赴
レ

司
。
�
路
之
上
。
�
日
常
念
。
勿
レ

�
二
　
　
　

往
來
一。
庶
　

�
下
　
　
　

風
雨
隨
レ

時
。
咸
無
二

水
旱

　
　
　
ヘ
テ　
　
ヲ

　
　
ク　
　
レ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
　
ケ
テ

　
　
ニ　
　
　
　
シ
メ
ヨ　
　
カ　
　
ヲ

之
厄
一。
�
温
�
レ

氣
。
悉
�
中

疾
疫
之
�
上。
普
�
二

遐
�
一。
知
二
　

�
意
一

焉
。

十
九

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
　
シ
ム

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
ノ

　
　
ノ

戊
午
。
�
二

攝
津
大
夫
從
三
位
池
田
王
一。
�
二

齋
王
事
于
伊
勢
太
�
宮
一。
�
�
二

左
大
�
人
頭
從
五

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ヲ

位
下
河
�
王
。
散
位
從
八
位
下
中
臣
�
臣
池
守
。
大
初
位
上
忌
部
宿
祢
人
成
等
一。
奉
二
　

�
帛
於
同

　
　
ニ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
　
　
ラ
シ
ム　
　
ヲ
　
　
　
テ
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
　
ナ
リ

太
�
宮
一。
及
天
下
�
國
�
�
�
。
�
レ

�
奉
レ
　

�
。
以
二

皇
太
子
�
位
一

故
　

也
。

廿
四

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ニ

癸
亥
。
歸
化
新
羅
�
卅
二
人
。
尼
二
人
。
男
十
九
人
。
女
廿
一
人
。
移
二

武
藏
國
閑
地
一。
於
レ

是
。

　
　
テ　
　
ク
シ
ラ
キ　　
ノ　
　
ヲ

始
置
二

新
羅
郡
一

焉
。

廿
五

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
メ
　
　
ヲ
　
　
　
ス
ハ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
シ

甲
子
。
以
二

紫
�
�
相
藤
原
�
臣
仲
�
呂
一

任
二

大
保
一。
　
�
　

曰
。
褒
レ

善
懲
レ

惡
。
�
主
格
言
。
賞

　
　
ヲ

　
　
　
　
ユ
ル
ハ　
　
ニ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ　
　
レ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
リ
　
　
ヲ　
　
　
ル
ニ　
　
ニ

レ

績
酬
レ
　

�
。
明
主
彜
則
。
其
藤
原
�
臣
仲
�
呂
任
大
保
�
晨
昏
不
レ

怠
。
恪
�
守
レ

�
。
事
レ

君
忠

　
　
　
　
ア
ツ
テ
　
　
　
ス
ニ　
　
ヲ　
　
シ

　
　
　
　
ナ
レ
ハ

　
　
シ
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
モ
　
　
　
　
ナ
レ
バ

　
　
ク
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
モ
　
　
シ

　
　
ヲ　
　
　
　
ザ
ル
ニ　
　
ハ

赤
。
施
レ

務
無
レ

私
。
愚
拙
　
則
降
二

其
親
一。
賢
良
　
則
擧
二

其
怨
一。
殄
二

�
徒
於
未
一レ
　

戰
。
黎
元
獲

　
　
　
　
　
キ
コ
ト
ヲ

　
　
　
　
ク
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
シ

　
　
ハ　
　
　
コ
ト
ホ　ヾ
　
　
レ
リ
カ
ク
ノ
如
キ　
　
ニ

　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ

レ

安
。
　
固
二
　

危
基
於
未
然
一。
�
�
�
長
。
國
家
无
レ

乱
。
略
由
二
　

若

人
一。
�
二

章
　
其
�
一。
良

　
　
シ

　
　
ス

　
　
ハ

　
　
ノ
　
　
　
　
　
ナ
レ
ド
モ
　
　
　
タ
ビ
　
　
　
ケ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
　

　
　
　
　
　
ナ
レ
ド
モ

可
二

嘉
賞
一。
其
伊
尹
有
�
之
�
臣
。
　
一
　

佐
二

成
湯
一。
�
荷
二

阿
衡
之
号
一。
呂
�
渭
濱
之
�
老
。
　



　
　
ツ
　
　
　
ケ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
タ
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ヤ　
　
リ

　
　
ノ　
　
ノ
〔
鎌
足
〕

　
　
　々
　
テ

　
　
シ

且
弼
二

�
王
一。
�
得
二

營
丘
之
封
一。
况
自
二

乃
�
�
江
大
津
宮
�
大
臣
一

已
來
。
世
有
二

明
�
一。
�
二

輔

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
　
ン
ト

　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
　
ナ
ル
　
　
　
ヲ
ヤ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
　
ス
レ
バ　
　
ヲ　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ

皇
室
一。
君
�
二

十
帝
一。
年
殆
　

一
百
。
�
廷
無
事
。
�
�
�
�
　

�
　

哉
。
因
レ

此
論
レ
　

之
。
准
レ
　

古

　
　
ク
タ
グ
ヒ

　
　
ノ

　
　
シ
　
　
　
　
ナ
ル
ハ
　
　
　
ヨ
リ

　
　
ク
　
　
ノ　
　
ニ　
　
フ
ヱ
　
ミ
ノ

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
ヲ　
　
チ
　
　
ニ

無
レ

匹
。
汎
惠
之
美
。
莫
レ

美
二
　

於
斯
一。
自
レ

今
以
後
。
�
二

姓
中
加
二

惠
美
二
字
一。
禁
レ

暴
�
レ

�
。

　
　
メ
　
　
ヲ　
　
ム
　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
ケ
テ　
　
フ
ヲ
シ
カ
ツ
ト
　
　
カ　
　
ノ

　
　
　
ト
ニ　
　
シ

　
　
ニ

　
　
　
　
ナ
シ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
テ　
　
フ

止
レ

戈
靜
レ

乱
。
故
名
　

曰
二

押
�
一。
�
舅
之
中
。
汝
�
良
　

�
。
故
字
　
稱
二

�
舅
一。
�
給
二

功
封
三

　
　
ヲ

　
　
ク　
　
ス

　
　
ノ　
　
　
　
モ
ノ
ト　
　
テ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ヒ

　
　
　
　
　
　
フ
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ノ

千
�
。
功
田
一
百
町
一。
永
爲
二

傳
世
之
賜
一。　
以
表
二

不
常
之
勳
一。
別
聽
三

鑄
�
擧
�
及
用
二
　
　
　

惠
美

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

家
印
一。」
是
日
。
大
保
從
二
位
�
中
衛
大
�
藤
原
惠
美
�
臣
押
�
。
正
三
位
中
�
言
�
式
部
�
�

　
　
ノ

　
　
ノ

�
伯
石
川
�
臣
年
足
。參
議
從
三
位
出
雲
守
�
室
眞
人
智
努
。參
議
從
三
位
紫
�
大
弼
�
兵
部
�

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

侍
從
下
�
守
�
勢
�
臣
�
�
呂
。參
議
紫
�
大
弼
正
四
位
下
�
左
大
弁
紀
�
臣
�
�
呂
。參
議
正

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ　
　
メ
　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ハ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
　
　
　
　
ム
ル
コ
ト
ヲ

四
位
下
中
務
�
藤
原
�
臣
眞
楯
等
。
奉
レ

　
�
改
二

易
官
号
一。
太
政
官
惣
二

持
　

綱
紀
一。
掌
レ

治
二
　
　
　

　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
　
シ
テ　
　
ヲ
　
　
　
　
ス
ル
ガ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ヒ

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ヒ

邦
國
一。
如
三

天
施
レ

�
生
二

育
　
萬
物
一。
故
改
　

爲
二

乾
政
官
一。
太
政
大
臣
曰
二

大
師
一。
左
大
臣
曰
二

大

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ヒ

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
フ

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
リ
　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
チ
　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ニ

傅
一。
右
大
臣
曰
二

大
保
一。
大
�
言
曰
二

御
�
大
夫
一。
紫
�
中
臺
。
居
レ

中
奉
レ

　
�
。
頒
二

行
　
�
司

　
　
シ
　
　
ノ
　
　
　
ケ
テ　
　
ニ
　
　
　
　
ス
ル
カ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
　
ハ

　
　
　
　
ル
コ
ト

　
　
ヲ

　
　
ス　
　
シ
　
　
ル

一。
如
三

地
承
レ

天
亭
二

毒
　
庶
物
一。
故
改
　

爲
二

坤
宮
官
一。
中
務
省
。
宣
二

傳
　
　
�
語
一。
必
可
レ

有
レ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
ベ
　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

信
。
故
改
　

爲
二

信
部
省
一。
式
部
省
。
惣
二

掌
�
官
考
賜
一。
故
改
　

爲
二

�
部
省
一。
治
部
省
。
�
尼
賓

　
　
ニ　
　
シ
　
　
ブ
　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ
　
　
　
ス
ニ　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
レ

　
　
ス　
　
　
シ
ト
　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

客
。
誠
應
レ

�
レ

礼
。
故
改
　

爲
二

礼
部
省
一。
民
部
省
施
二

政
於
民
一。
惟
仁
爲
レ

貴
。
故
改
　

爲
二

仁
部
省

　
　
ハ

　
　
ベ
　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
　
シ
テ　
　
ム
　
　
ヲ　

　
　
　
　
　
シ

　
　
ク

　
　
ヲ

一。
兵
部
省
。
惣
二

掌
武
官
考
賜
一。
故
改
　

爲
二

武
部
省
一。
刑
部
省
。
窮
鞫
　

定
レ

罪
。
要
�
レ

用
レ

義
。

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
ル

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

故
改
　

爲
二

義
部
省
一。
大
藏
省
。
出
二

�
�
　

財
物
一。
應
レ

有
二

�
制
一。
故
改
　

爲
二

�
部
省
一。
宮
�
省
。

　
　
　
シ
テ　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
ス
ル
ト　
　
ヲ
　
　
　
タ
リ
　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
シ

催
二

�
�
業
一。
廻
二

聚
供
御
一。
智
水
�
流
。
生
レ
　

物
相
似
。
故
改
　

爲
二

智
部
省
一。
彈
正
臺
。
糺
二

正

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
ル　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ

�
外
一。
肅
二

�
風
俗
一。
故
改
　

爲
二

糺
政
臺
一。
圖
書
寮
。
掌
下

持
二

典
籍
一。
供
中

奉
　
　
�
裏
上。
故
改
　

　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ノ
　
　
　
　
ン
ス
ル　
　
ス
　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ハ

爲
二

�
�
局
一。
陰
陽
寮
。
陰
陽
�
數
。
國
家
�
レ

重
。
記
二

此
大
事
一。
故
改
　

爲
二

大
�
局
一。
中
衛
府
。

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ト

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ク

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ト
　
　
　
メ
テ　
　
フ

鎭
國
之
衛
。
但
此
爲
レ

先
。
故
改
　

爲
二

鎭
國
衛
一。
官
重
位
卑
。
故
大
�
爲
二

正
三
位
官
一。
改
　

曰
二

大

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
フ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ノ　
　
ト

　
　
フ

　
　
ト

尉
一。
少
�
爲
二

從
四
位
上
官
一。
曰
二

驍
騎
�
軍
一。
員
外
「
�
」
少
�
爲
二

正
五
位
下
官
一。
曰
二

次
�
一。

　
　
ハ

　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
チ

衛
門
府
。
禁
二

衛
�
門
一。
監
二

察
出
入
一。
故
改
　

爲
二

司
門
衛
一。
左
右
衛
士
府
。
�
二

�
國
勇
士
一。
�

　
　
ル

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
シ
　
　
ヲ　
　
　
　
ノ
如
ニ　
　
テ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ス

二

衛
宮
掖
一。
故
改
　

爲
二

左
右
勇
士
衛
一。
左
右
兵
衛
府
。
折
衝
禁
レ

暴
。
虎
　
奔
宣
レ

威
。
故
改
　

爲
二

　
　
ノ

　
　
ト

左
右
虎
賁
衛
一。

廿
七

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ハ

　
　
ト　
　
レ

　
　
　
レ
テ　
　
ル

　
　
ト

　
　
ノ

丙
寅
。
外
從
五
位
下
津
�
秋
主
等
卅
四
人
言
。
�
。
�
井
。
津
。
本
是
一
�
。
別
　

爲
二

三
氏
一。
其

　
　
ハ

　
　
リ
　
　
ノ　
ヲ　
　
　
リ
ヌ

　
　
タ
　
　
ハ

　
　
ニ

　
　
フ

　
　
　
　
メ
ン
ト　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ　
　
ノ　
　
ト

二
氏
�
蒙
二

�
姓
一

訖
。
唯
秋
主
等
未
レ

霑
二

改
姓
一。
�
改
二
　

�
字
一。
於
レ

是
賜
二

姓
津
�
一。



庚
午
朔
　
三
　

　
　
ノ

　
　
ス　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ

九
月
壬
申
。
西
�
�
問
民
苦
�
從
五
位
下
藤
原
�
臣
楓
�
呂
等
�
二

訪
民
之
疾
苦
廿
九
件
一。
　
�

　
　
ニ
　
　
テ
　
　
ニ　
　
　
　
セ
シ
ム

二

大
宰
府
一

隨
レ

事
處
�
。

八
　

　
　
キ　
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　
　
タ
　
　
ラ

　
　
テ　
　
ム

　
　
　
　
ヲ
シ
テ

　
　
セ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

丁
丑
。
先
レ

是
。
國
司
�
替
。
　
未
レ

有
二

�
期
一。
仍
令
二

明
法
博
士
　
論
定
一。
明
法
曹
司
言
。
�
任

　
　
フ
　
　
ニ

　
　
ハ
　
　
　
ル
ニ

　
　
ニ

　
　
ヒ

　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヒ
　
　
　
シ
テ　
　
シ
テ

國
司
。
向
レ

京
期
限
。
依
二

倉
庫
令
一。
倉
藏
及
�
案
孔
目
。
專
當
官
人
�
替
之
日
。
並
相
�
付
。
然

　
　
　
　
　
ラ
シ
ム
ト
　
　
シ

　
　
イ

　
　
　
ツ
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
シ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ノ

後
放
�
。
　
但
今
。
令
條
雖
レ

立
二

�
付
之
�
一。
律
�
無
レ

科
二
　
　

淹
滯
之
罪
一。
因
レ

�
。
新
任
國
司
。

　
　
メ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ハ
　
　
　
ツ
テ　
　
ベ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ム
　
　
エ
　
　
ヲ　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
リ　
　
テ　
　
ラ
　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
タ

不
レ

�
二

受
領
一。
得
替
官
人
規
　

�
二

�
月
一。
�
�
二

踰
レ

年
隔
レ

考
。
�
到
居
一レ

官
。
於
レ

事
商
量
。
甚

　
　
　
ケ
リ

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
　
　
ス
ル
ニ

　
　
ヲ
　
　
ク

　
　
ソ

　
　
ノ　
　
ハ

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ル
　
　
エ　
　
ハ
　
　
　
ク
ト　
　
ヲ
　
　
　
ヘ
リ　　
　
シ
テ　
　
ニ　
　
　
　
ス
ル
ニ

乖
二

�
理
一。
謹
案
二
　

�
叙
令
一

云
。
凡
�
事
官
。
患
經
二

百
廿
日
一

不
レ

�
�
解
レ

官
�
。
准
レ

是
而
論
。

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
シ　
　
テ
　
　
　
セ
ヨ
　
　
シ　
　
キ
　
　
ク
　
　
ニ　
　
ハ
　
　
　
シ
テ　
　
ニ　
　
ヘ
　
　
ヲ
　
　
　
ヒ
テ　
　
ニ

　
　
　
　
タ
ラ
ハ　
　
シ

官
符
到
後
。
百
廿
日
�
。
付
了
歸
京
。
若
應
レ

�
レ

限
�
。
申
レ

官
�
レ

裁
。
�
レ

此
停
留
�
然
　
合

　
　
ス

　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ル
　
　
セ　
　
ハ
　
　
　
ス
ル　
　
ヲ　
　
レ
　
　
　
ナ
リ

　
　
テ
　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ
　
　
ノ　
　
ニ　
　
キ

レ

解
。
就
中
。
欠
二

�
官
倉
一。
留
�
　

不
レ

付
�
。
論
レ

實
是
罪
人
　

也
。
知
レ

�
許
容
。
限
�
无
レ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　
　
ハ　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ　
　
レ
　
　
　
ナ
リ
　
　
　
　
　
ト
ナ
レ
ハ

　
　
ニ　
　
ク

　
　
ソ
　
　
　
ツ
テ

　
　
　
ス
ル

　
　
　
サ
ハ

領
　
　

�
。
准
レ
　

法
是
同
罪
　

也
。
何
　
　

�
。
�
制
律
云
。
凡
有
レ

�
二

�
求
一。
主
司
許
　

�
与
同

　
　
ト

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
ヘ
バ

　
　
リ
　
　
　
メ
テ
　
　
　
バ
ス　
　
ヲ　
　
ハ

　
　
ヒ

　
　
　
　
　
ム
ル
ナ
リ

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
　
　
ス
ル
ハ

　
　
　
ナ
リ

罪
。
據
レ

此
而
言
。
舊
人
規
求
　

�
レ

日
�
。
�
謂
�
求
　
　

也
。
新
司
受
レ

囑
聽
容
。
�
謂
主
司
　

　
　
ニ

　
　
キ
　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ク　
　
シ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
　
　
レ
ド
モ

　
　
　
　
ラ
レ
テ　
　
ニ
　
　
　
ス
ル　
　
ヲ

也
。
新
舊
兩
人
。
並
皆
有
レ

罪
。
若
レ

此
之
�
。
同
合
二

解
官
一。
但
實
无
二
　

欠
�
一。
拘
レ
　

令
解
レ

官

　
　
ハ

　
　
子
　
　
ヲ

　
　
ム

　
　
リ

　
　
ニ　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ

　
　
テ
コ
ト
サ
ラ
ニ
　
　
　
　
ル
ヽ
ヲ　
　
ヲ　
　
ニ　
　
　
セ
ム

　
　
リ

　
　
　
シ
テ

�
。
原
レ

�
可
レ

責
。
罪
在
二

新
人
一。
准
レ
　

律
。
以
三

故

入
二
　

人
罪
一

論
　

�
。
自
レ

�
以
後
。
爲
レ

　
　
ト　
　
ヘ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
チ　
　
ス

　
　
ト

例
行
レ

之
。」
常
陸
國
鹿
嶋
�
奴
二
百
十
八
人
�
爲
二

�
�
一。

十
　

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ノ　
ト

己
夘
。
右
京
人
正
六
位
上
辛
男
床
等
一
十
六
人
賜
二

姓
廣
田
�
一。

十
八

　
　
ノ

　
　
ル
　
　
リ

　
　
ノ

丁
亥
。小
野
�
臣
田
守
等
至
レ

自
二

渤
�
一。々

々
大
�
輔
國
大
�
軍
�
�
軍
木
底
州
刺
�
�
兵
署
少

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
チ　
　
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ス

正
開
國
�
揚
承
慶
已
下
廿
三
人
。
隨
二

田
守
一

來
�
。
�
於
二

越
�
國
一

安
置
。

廿
八

　
　
　
メ
テ　
　
ツ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
　
コ
ト
ニ

丁
酉
。
始
　

頒
二

越
�
。
越
中
。
佐
渡
。
出
雲
。
石
見
。
伊
豫
等
六
國
飛
驛
鈴
一。
國
　
一
口
。

庚
子
朔
　
廿
五

　
　
ス

キ
ク
ナ
ラ
ク
　
　
ハ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

シ
ハ
シ
ハ
　
　
　
　
　
　
ス
ル
ト
キ
ハ

　
　
　
ン
セ　
　
ヲ
　
　
　
シ
ク

ス
ル
ト
キ
ハ

�
十
月
甲
子
。
　
�
。
如
聞
。
�
�
民
之
本
　

也
。
數

�
易
。
　
則
民
不
レ

安
レ

居
。
久
　

積
�
。

　
　
　
ル
ト　
　
ヲ
　
　
フ

　
　
ヲ　
　
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
フ
　
　
ノ　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ス
　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ

則
民
レ

知
レ

�
レ

從
。
是
以
。
�
二

其
�
一

而
從
二

其
化
一。
安
二

其
業
一

而
信
二

其
令
一。
頃
年
。
國
司
�
替
。

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ス
　
　
ト

　
　
レ　
　
チ　
　
ニ　
　
テ
　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ヲ

　
　
タ
　
　
ラ
　
　
テ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ク

モ
シ　　
　
ラ
ハ

　
　
　
　
　
フ
ル
コ
ト　
　
ヲ

　
　
　
　
ニ
シ
テ

皆
以
二

四
年
一

爲
レ

限
。
斯
則
�
足
レ

�
レ
　

民
。
未
レ

可
二

以
化
一。
孔
子
曰
。
如
有
レ

用
レ
　
　

我
。
三
年
　

　
　
ン
　
　
　
　
ス
コ
ト　
　
レ

　
　
　
　
テ
ス
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ホ
マ
ツ

　
　
ヲ

　
　
モ　
　
ヤ

ヲ
ヤ

　
　
ハ

　
　
ニ　
　
シ
　
　
ヲ

　
　
　
　
ニ
シ
テ

有
レ

成
。
夫
以
二
　

大
�
之
�
一。
�
　

�
二

三
年
一。
而
况
中
人
乎
。
古
�
。
三
載
考
レ

績
。
三
考
　
黜

　
　
ス

　
　
ノ　
　
シ
　
　
ヲ　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
サ
シ
ム
ル　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
ナ
リ

　
　
ク
　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
ト

　
　
ク
　
　
リ
　
　
ヲ

陟
。
�
三

以
表
レ

善
簡
レ

惡
盡
二
　
　

臣
力
一

�
　

也
。
自
レ

今
以
後
。
�
下

以
一

六
�
一

爲
レ

限
。
省
中

�
レ

故

　
　
ル
　
　
ヲ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ
　
　
ル

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
メ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
　
ル
ヲ

　
　
ニ

�
レ

新
之
費
上。
其
�
レ

至
二

三
年
一。
�
二

巡
察
�
一。
推
二

�
　

政
�
一。
慰
二

問
　
民
憂
一。
待
レ

滿
二

兩
廻
一。

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
セ
ヨ　
　
　
ク
ハ

　
　
　
　
　
　
メ
ン
コ
ト
ヲ　
　
シ
　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ク　
　
シ

　
　
ニ

　
　
ヒ
　
　
ヲ

　
　
ラ　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ク　
　
テ

　
　
ニ

隨
レ

�
黜
陟
。
庶
　

令
下
　
　
　

移
二

易
貪
俗
一。
悉
變
二

�
風
一。
黎
元
息
レ

肩
。
倉
廩
有
上
レ

實
。
普
�
二

遐
�

　
　
　
　
　
ラ
シ
メ
ヨ　
　
カ　
　
ヲ

　
　
　
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ハ
　
　
　
ル
ニ　
　
ニ
　
　
　
ツ
ト
　
　
　
ル
テ

　
　
ニ　
　
　
ヘ
リ

　
　
ニ

　
　
　
　
ク
シ
テ

一。
知
二
　
　

�
意
一

焉
。」
�
　
�
。
�
國
�
生
�
易
。
依
レ

格
待
レ

滿
二

六
年
一

�
。
望
人
�
多
。
任
�



　
　
　
ト
ニ　
　
シ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ハ　
　
ン
　
　
　
　
　
ル
マ
デ

　
　
ニ
　
　
シ

　
　
　
ヲ
モ
　
　
ク　
　
テ

　
　
ニ　
　
　
カ
ニ

　
　
　
　
ク
モ
ノ

　
　
ヲ

良
　

少
。
由
レ

此
。
或
有
下

至
二
　

於
白
頭
一

不
レ

得
二

一
任
一。
�
歸
二

故
�
一

潜
　

�
中
　

怨
�
上。
自
レ

今
以

　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
テ

　
　
ヲ　
　
　
ス
テ　
　
ト

　
　
ク　
　
ス

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ノウ

カ
レ
ビ
ト
〔
印
〕

　
　
ヲ　
　
　
　
ラ
シ
ムモ

ヽ
ノ
フ
〔
印
〕

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
　
ニ
シ
テ
　
　
　
シ
テ　
　
ノ

後
。
�
下

以
二

四
�
一

爲
レ

限
。
�
及
中

群
人
上。」
發
二

陸
�
國
�
浪
人
一。
�
二
　

桃
生
城
一。
�
�
而
復
二

其

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
メ

　
　
ノ

　
　
ハ
　
　
　
シ
テ　
　
ス

　
　
ト

�
庸
一。
�
�
占
着
。
�
�
宕
之
徒
貫
　

爲
二

棚
�
一。

廿
八

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

丁
夘
。
授
二

�
渤
�
大
�
從
五
位
下
小
野
�
臣
田
守
從
五
位
上
。
副
�
正
六
位
下
高
橋
�
臣
老
�

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
ノ

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ノ

呂
從
五
位
下
一。
其
餘
六
十
六
人
各
有
レ

差
。」
美
濃
國
席
田
郡
大
領
外
正
七
位
上
子
人
。
中
衛
无
位

　
　
　
フ
ス

　
　
ノ

　
　
リ

　
　
テ
　
　
ヲ
　
　
　
セ
リ

　
　
タ
　
　
セ

　
　
ニ

吾
志
�
言
。
子
人
等
六
世
�
�
乎
留
和
欺
知
。
自
二

賀
羅
國
一

慕
レ

化
來
�
。
當
時
未
レ

�
二

風
俗
一。

　
　
ケ

　
　
ヲ
　
　
　
ク
ハ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
リ

　
　
　
　
　
　
ハ
ム
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
ト

不
レ

著
二

姓
字
一。
望
　

隨
二

國
号
一。
蒙
二

賜
　
　
姓
字
一。
賜
二

姓
賀
羅
　

�
一。

己
巳
朔
　
廿
三

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

十
一
月
辛
夘
。
御
二

乾
政
官
院
一。
行
二

大
甞
之
事
一。
�
波
國
爲
二

由
機
一。
播
�
國
爲
二

�
岐
一。

廿
五

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ス

　
　
ヲ　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

癸
巳
。
御
二

閤
門
一

宴
二

於
五
位
已
上
一。
賜
レ
　

�
有
レ

差
。

廿
六

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ヒ

甲
午
。
饗
二

�
外
�
司
主
典
已
上
於
�
堂
一。
賜
二
　

主
典
已
上
番
上
。
及
學
生
等
六
千
六
百
七
十
餘

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
リ

　
　
ノ

人
布
綿
一

有
レ

差
。
其
明
經
。
�
章
。
明
法
。
�
。
�
。
醫
。
針
。
陰
陽
。
天
�
。
�
。
�
�
。
�

　
　
　
ニ
ハ　
　
フ
　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
ヲ

　
　
　
ツ
ル　
　
ヲ
　
　
　
ニ
ハ
　
　
ニ　
　
ス

　
　
ヲ

�
。
工
巧
。
打
射
等
五
十
七
人
　

賜
二

絲
人
　
十
�
一。
�
人
上
レ

詩
�
。
�
�
二

十
�
一。

廿
七

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ
　
　
ニ　
　
ヘ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

　
　
ク

　
　
ノ

乙
未
。
�
�
官
人
及
由
機
�
岐
兩
國
々
郡
司
等
。
並
加
二

位
階
一。
�
賜
レ
　

�
有
レ

差
。
授
二

播
�
介

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

從
五
位
下
上
毛
野
�
廣
濱
從
五
位
上
。
�
波
守
外
從
五
位
下
大
藏
忌
寸
�
呂
從
五
位
下
一。

己
亥
朔
　
八
　

　
　
　
メ
シ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ヲ　
　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ

十
二
月
丙
午
。
�
二

發
　

坂
東
騎
兵
。
鎭
兵
。
�
夫
。
及
夷
俘
等
一。
�
二
　

桃
生
城
小
�
柵
一。
五
�
倶

　
　
テ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
　
レ
テ　
　
セ

　
　
ニ
　
　
　
　
ム
ル
ヲ　
　
ヲ

入
。
並
就
二

功
�
一。」
毀
二

從
四
位
下
矢
代
女
王
位
記
一。
以
下

被
レ

幸
二

先
帝
一

而
改
上
レ

志
也
。

十
　

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ

　
　
ノア

リ
サ
マ
〔
印
〕

　
　
ヲ
　
　
ク

ホ
シ　
　
ル

　
　
ニ

戊
申
。
�
渤
�
�
小
野
�
臣
田
守
等
奏
二

唐
國
�
息
一

曰
。
天
寶
十
四
載
�
次
二

乙
未
一

十
一
月
九

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ゲ
　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
ラ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ト
　
　
　
メ
テ

　
　
ヲ

日
。
御
�
大
夫
�
范
陽
�
度
�
安
祿
山
反
。
擧
レ

兵
作
レ

乱
。
自
稱
二

大
燕
�
武
皇
帝
一。
改
二

范
陽
一

　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト
　
　
　
メ
テ　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
　
　
タ
ラ
シ
メ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ラ　
　
テ

作
二

靈
武
郡
一。
其
宅
爲
二

潛
龍
宮
一。
年
号
二

�
武
一。
留
二

其
子
安
�
�
一。
知
二
　
　

范
陽
郡
事
一。
自
�
二

�

　
　
ヲ

　
　
テ
ミ
チ
ヲ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
ノ

兵
廿
餘
万
騎
一。
啓
レ

行
南
往
。
十
二
月
。
直
入
二

洛
陽
一。
署
二

置
百
官
一。
天
子
�
二

安
西
�
度
�
哥

　
　
ヲ
　
　
　
ヒ
テ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
　
シ
メ

　
　
ヲ

　
　
　
ヲ
メ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
　
　
マ
シ
ム

　
　
ヲ

舒
�
一。
�
二

卅
万
衆
一。
守
二

潼
津
關
一。
�
下
二

大
�
軍
封
常
�
一。
�
二

十
五
万
衆
一。
別
圍
中
　

洛
陽
上。
天

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
　
　
メ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
シ

寶
十
五
載
。
祿
山
�
二

�
軍
孫
孝
哲
等
一。
帥
二

二
万
騎
一

攻
二
　

潼
津
關
一。
哥
舒
�
壞
二

潼
津
岸
一。
以
�

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
チ
　
　
ヲ　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
テ　
　
ル

　
　
ニ

二

�
河
一。
�
二

其
�
路
一

而
�
。
孝
哲
鑿
レ

山
開
レ

路
。
引
レ

兵
入
至
二

于
新
豊
一。
六
月
六
日
。
天
子
�

　
　
ニ

　
　
キ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

二

于
劔
一南
一。
七
月
甲
子
。
皇
太
子
�
�
二

皇
帝
位
于
靈
武
郡
�
督
府
一。
改
レ

元
爲
二

至
�
元
載
一。
己

　
　
　
ル
寸

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

夘
。
天
子
至
二

于
�
州
一。
�
廬
留
後
事
徐
歸
�
。
�
二

果
毅
�
尉
行
柳
城
縣
�
四
府
經
畧
�
官
張
元

　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ツ

　
　
　
　
サ
シ
メ

　
　
ヲ
　
　
ク

コ
ト
シ
　

　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ニ
　
　
ツ

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
ク

澗
一。
來
聘
二

渤
�
一。
且
�
二
　

兵
馬
一

曰
。
今
載
十
月
。
當
レ

�
二

祿
山
一

王
�
下

發
二

騎
四
万
一。
來
�
�



　
　
ヲ

　
　
　
ヒ
テ　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
ラ
ン
コ
ト
ヲ

　
　
　
メ
テ　
　
ダ
　
　
サ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
シ
テ

上
レ

賊
。
渤
�
疑
三

其
有
二
　
　
　

異
心
一。
且
留
　

未
レ

歸
。
十
二
月
丙
午
。
徐
歸
�
果
　

鴆
二

劉
正

　
　
ニ
　
　
　
カ
ニ　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ル

　
　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
テ　
　
リ
　
　
ノ　
　
ヲ

于
北
�
一。
潛
　

�
二

祿
山
一。
幽
州
�
度
�
�
思
明
謀
�
二
　
　

天
子
一。
安
東
�
護
王
玄
志
仍
知
二

其
謀
一。

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
ヲ
　
　
リ

　
　
ヲ

　
　
ラ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
デ　
　
ス

　
　
ニ

帥
二

�
兵
六
千
餘
人
一。
打
二

破
柳
城
一

斬
二

徐
歸
�
一。
自
稱
二

權
知
�
廬
�
度
一。
�
鎭
二

北
�
一。
至
�
三

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
シ

　
　
ニ

　
　
ツ

　
　
　
　
セ
シ
メ

　
　
ヲ
　
　
ク

　
　
リ

　
　
ニ
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